
【調査系統】

(1) 教育委員会等における教育費調査

文部科学大臣 都道府県教育委員会 都 道 府 県 立 学 校

市町村教育委員会 市 町 村 立 学 校

なお，市町村立学校については，学校教育費調査の「ＰＴＡ寄付金」及び「その他の寄付

金」に係る事項とする。

(2) 知事部局における生涯学習関連費調査

文部科学大臣 都道府県教育委員会

(3) 教育行政調査（隔年調査）

文部科学大臣 都道府県教育委員会 市町村教育委員会


